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委託業務仕様書 

 
１ 委託業務名称 

  京都市企業立地意向調査業務 

 

２ 契約期間 

  契約締結の日から令和９年３月３１日（水）まで 

 

３ 契約金額の上限 

  ８，６００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 

４ 委託内容 

市外企業の京都市内への進出に対する意向を調査するため、本市の企業誘致方針及び求めるタ

ーゲット像に基づき、市外企業への調査業務に至る一連の業務及び本業務に係るサポート全般を

行うもの。 

委託内容は、以下⑴～⑶のとおりとするが、リスト作成及び意向調査を行う件数等は最低基準

を示したものであり、件数の追加等については提案内容に含めるものとする。 
⑴ 企業リストの作成 

 以下ア、イの条件を満たす企業リストを作成すること。 

 当該企業リストについては、企業への意向調査や、その後の訪問活動の実施に当たり、対象

とする企業を抽出するためのデータベースとなることから、各企業の情報量や、業種・業態等

の区分の工夫、情報の更新頻度が分かるようにすること。 

なお、具体的な抽出条件については、契約締結後に本市と事業者で協議のうえ作成すること。 

ア 架電によりアプローチが可能な企業 3,000 社以上 

イ メール又はフォーム等、WEB 上でアプローチが可能な企業 3,000 社以上 

 ※アとイは重複しないこと。 

 ⑵ 意向調査 

ア ⑴アに掲げる企業に対し、100 社以上の面談設定を行う。 

イ ⑴イに掲げる企業に対し、メール又はフォーム等 WEB 上アプローチを行う。 

⑶ アプローチ手法の提案・支援 

企業の誘致件数獲得に向けて、業種・業態や企業の分析、意向調査や、その後の訪問活動に当

たっての戦略及び手法を提案すること。 

   

５ 定例会及び実施状況の報告 

受託者は、業務の実施内容の調整や進捗状況の共有のため、本市と週１回以上定期的に打合せ

を実施するものとし、打合せ日程や打合せ方法（オンラインを含む。）等については、双方協議の

上決定するものとする。 

なお、上記に関わらず事業の実施状況等について、本市から請求があったときは、随時報告す

ること。 

 

６ 成果物等 

⑴ 成果物 

以下の成果物を提出すること。 

ア 調査対象企業リスト（４⑴に掲げるリスト） 

対象企業の「商号、郵便番号、本社所在地、電話番号、代表者氏名、業種」については、
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必ず記載すること。当該項目以外については、提案内容に含めるものとする。 

 なお、契約締結から 30日以内に当該企業リストを作成・提出するものとする。 

イ ４⑵に掲げる意向調査の進捗結果は随時提出すること。また、アプローチを行った企業に

ついては結果を問わず、アプローチ先企業としてリストを提出すること。 

⑵  提出媒体 

   エクセルデータ等の電子データ 

⑶  提出先 

   京都市 産業観光局 企業誘致推進室 

 

７ 実施報告書 

  業務終了後、速やかに実施報告書を提出すること。作成に当たっては、事前に案を作成し、本

市担当職員の承認を得ること。 

 

８ その他留意事項 

 ⑴ 受託者は、本業務の履行に当たり、別紙１「個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書」

に定める内容を遵守し、個人情報の保護に努めること。また、契約後速やかに別紙２「個人情

報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出するとともに、本市の求めに 応じて立入調

査に対応又は別紙３「個人情報取扱事務の委託先への検査チェックシート」を提出すること。 

 ⑵ 本市の意図及び目的を十分に理解したうえ、本業務の責任者を配置し、適正な人員を配置し

て正確に行うこと。 

 ⑶ 募集要項及び本仕様書に定めのない事項や、その他調整を要する事項については、受託者と

本市が協議のうえ、決定することとする。 

 ⑷ 本業務を通じて生じた著作権や版権等の一切の権利（著作権法第２７条及び第２８条の権利

を含む。）は、全て本市に帰属する。 

 ⑸ 本業務で履行した内容に含まれる第三者の著作権その他の権利については、受託者が納品前

に適切な処理を行うこととし、その経費は委託料に含むものとする。 

 ⑹ 本業務の全部または主たる業務の一部を第三者に委任してはならない。 

なお、本業務の一部を第三者に委任する場合は、事前に本市に対し書面により申請し、承認

を得ること。 

 ⑺ 受託者は、本業務で知りえた情報及び業務に係る内容を第三者に漏らすことや、自己の 利益

その他の目的のために利用することはできない。これは、委託業務終了後も同様とする。 

 ⑻ 受託者が本業務によって委託者又は第三者に与えた損害は、すべて受託者の負担とする。 


